
弾
正
台
と
太
政
官
と
の
互
弾
関
係
に
関
す
る
覚
書

北

康

宏

一
、
は
じ
め
に

本
稿
は
、
弾
正
台
の
有
す
る
多
様
な
職
掌
の
な
か
で
、
特
に
太
政
官
と
の
互
弾
関
係
と
そ
の
糺
弾
の
場
に
焦
点
を
当
て
て
基
礎
的
事
実

の
整
理
を
試
み
る
と
と
も
に
、
い
く
つ
か
の
憶
測
を
提
示
し
よ
う
す
る
覚
書
で
あ
る
。
た
だ
し
、
残
さ
れ
た
史
料
は
少
な
く
、
仮
説
に
留

ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

早
く
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
石
尾
芳
久
氏
は
、
日
本
の
弾
正
台
が
中
国
皇
帝
直
轄
の
強
力
な
官
司
監
察
機
能
を
有
す
る
御
史
台
に
範
を
得

た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
権
能
が
大
き
く
制
限
さ
れ
て
い
る
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
実
質
的
に
は
四
位
以
下
の
官
人
の
非

違
を
太
政
官
に
弾
訴
す
る
と
い
う
権
限
に
留
ま
っ
て
い
た
と
結
論
付
け
て
い
る
⑴
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
近
年
の
武
光
誠
氏
の
、
令
に
規
定

さ
れ
た
弾
正
台
に
よ
る
不
正
の
摘
発
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
官
僚
監
視
機
構
は
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
主
張
に
ま

で
引
き
継
が
れ
て
い
る
⑵
。
こ
こ
に
も
日
本
古
代
の
天
皇
権
力
の
虚
弱
性
が
現
わ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
方
は
今
日
で
も
通
説
を
な
し
て
お
り
、
大
筋
で
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
日
唐
制
度
の
比
較
か
ら
抽
出
さ
れ
た
枠
組
み

を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
や
も
す
れ
ば
弾
正
台
固
有
の
特
徴
が
捨
象
さ
れ
か
ね
な
い
し
、
官
人
と
の
一
般
的
な
関
係
を
指
摘
す
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る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
。
天
皇
権
力
と
太
政
官
と
の
関
係
が
中
国
の
皇
帝
権
力
の
国
制
上
の
位
置
づ
け
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
古
く

か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
結
論
も
当
然
の
結
果
だ
と
い
え
る
。
む
し
ろ
問
題
は
、
弾
正
台
と
太
政
官
と
の
関
係
の
具
体
的

様
相
で
あ
る
。

本
稿
で
は
『
延
喜
式
』
の
弾
正
台
式
に
お
さ
め
ら
れ
た
両
者
の
互
弾
規
定
の
成
立
過
程
を
段
階
的
に
追
う
こ
と
で
、
互
弾
関
係
の
枠
組

み
、
糺
弾
対
象
と
弾
の
場
、「
争
」
が
発
生
し
た
時
の
手
続
き
な
ど
の
基
礎
的
事
実
を
確
認
し
、
弾
正
台
の
固
有
の
性
格
を
抽
出
す
る
た

め
の
基
礎
と
し
た
い
。

二
、
弾
正
台
と
太
政
官
と
の
互
弾
関
係
と
そ
の
変
遷

延
喜
弾
正
台
式
に
は
、
前
半
に
弾
正
台
そ
の
も
の
に
関
す
る
基
本
条
文
が
、
後
半
に
糺
弾
の
対
象
と
な
る
具
体
的
事
例
と
判
断
に
関
す

る
条
文
が
配
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
前
者
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
つ
一
つ
の
式
文
を
分
析
し
て
み
る
と
、
読
み
に
く
い

未
整
理
な
規
定
が
散
見
す
る
。
こ
れ
は
単
に
法
令
が
杜
撰
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
規
定
そ
の
も
の
の
歴
史
的
な
重
層
性
が
投
影
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
、
弾
正
台
式
の
検
討
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
に
先
行
す
る
弾
例
の
研
究
に
と
っ
て

も
、
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
両
者
の
互
弾

関
係
が
実
効
性
の
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
弾
正
台
の
弾
は
、
延
喜
弾
正
台
式
１
に
、

凡
台
弾
レ

人
者
、
詞
容
端
厳
、
依
レ

理
糺
弾
。
其
受
レ

弾
者
、
敬
二

慎
容
止
一

、
恭
聲
称
唯
、
乃
陳
レ

所
レ

問
、
違
者
復
弾
。
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と
あ
る
よ
う
に
端
厳
た
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
式
２
に
、

凡
台
糺
弾
不
レ

当
者
、
即
有
二

得
弾
之
官
一

、
其
台
弾
不
レ

論
二

合
不
一

、
慎
須
レ

受
レ

弾
。

と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
決
が
た
と
え
不
当
な
内
容
で
あ
っ
て
も
一
た
ん
は
礼
々
し
く
そ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
っ
た
。

太
政
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
弾
正
台
式
３
に
、

凡
弾
正
不
レ

得
レ

弾
二

太
政
大
臣
一

、
太
政
大
臣
得
レ

弾
二

弾
正
一

。
其
左
右
大
臣
與
二

弾
正
一

、
若
有
二

非
違
一

者
、
各
得
二

互
弾
一

。

と
あ
る
よ
う
に
、
太
政
大
臣
以
外
の
す
べ
て
の
官
人
を
弾
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
実
効
性
の
議
論
は

暫
く
措
い
て
、
互
弾
関
係
の
内
的
論
理
を
抽
出
・
理
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
い
。

ま
ず
延
喜
弾
正
台
式
４
に
注
目
し
よ
う
。

凡
弾
二

親
王
及
左
右
大
臣
一

者
、
弼
已
上
在
二

台
座
一

、
而
遣
二

忠
一
人
一

於
二

堂
上
一

弾
之
。
諸
王
諸
臣
三
位
已
上
及
参
議
者
、
就
二

其
前

座
一

弾
之
、
預
仰
二

諸
司
一

令
レ

設
レ

座
。
四
位
已
下
不
レ

問
二

王
臣
一

皆
喚
二

其
身
一

於
レ

台
弾
之
。
五
位
已
上
設
レ

座
。
其
被
レ

弾
人
者
、
起
レ

座
称
唯
、

弾
竟
之
後
、
亦
起
称
唯
。
若
不
レ

起
者
、
亦
弾
之
。

親
王
や
左
右
大
臣
を
弾
ず
る
場
合
に
は
、
尹
も
し
く
は
弼
が
台
の
座
（
西
第
二
堂
）
に
着
き
、
忠
一
人
を
「
堂
上
」（
東
第
一
堂
）
に
遣
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し
て
行
わ
れ
る
。
諸
王
・
諸
臣
の
三
位
以
上
・
参
議
を
弾
ず
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
諸
司
に
設
置
さ
せ
て
お
い
た
前
座
に
忠
一
人
が
着

い
て
弾
ず
る
。
四
位
以
下
は
、
王
臣
を
問
わ
ず
み
な
弾
正
台
の
方
に
呼
び
つ
け
て
弾
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
五
位
以
上
の
者
に
は
特
に
座

を
設
け
る
。
被
弾
者
は
糺
弾
の
開
始
と
終
了
時
点
で
起
立
し
て
称
唯
し
て
威
儀
を
正
す
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
親
王
お
よ
び
左
右
大
臣
」
と
「
諸
王
・
諸
臣
三
位
以
上
お
よ
び
参
議
」
の
糺
弾
作
法
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
分
け
て
立
項
さ
れ
、「
於
二

堂
上
一

弾
之
」
と
「
就
二

其
前
座
一

弾
之
」
と
い
う
不
均
衡
な
規
定
と
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
後
者
に
対
し
て
「
前
座
に
就
い
て
弾
ず
」
と
付
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
前
者
に
は
座
が
設
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
漸
く
わ
か
る

と
い
う
記
述
構
造
も
、
か
な
り
不
均
衡
の
感
を
否
め
な
い
。
ま
た
弾
正
台
式
５
に
別
途
、
大
納
言
以
下
は
第
二
堂
で
弾
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
追
加
規
定
が
存
在
す
る
点
も
未
整
理
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
っ
た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、『
延
喜
式
』
に
い
た
る
規
定
の
変
遷
を
段
階
的
に
ト
レ
ー
ス

す
る
こ
と
で
そ
の
原
因
を
解
明
し
た
い
。

ま
ず
、
奈
良
時
代
天
平
年
間
の
制
度
を
復
元
し
よ
う
。
職
員
令
２
太
政
官
条
の
「
左
大
臣
、
掌
…
…
。
弾
正
糺
不
レ

当
者
、
兼
得
レ

弾
之
」
に

『
令
集
解
』
所
引
「
古
記
」
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
を
加
え
て
い
る
。

古
記
云
、
得
レ

弾
二

弾
正
糺
不
当
者
一

。
太
政
大
臣
者
。
得
レ

弾
二

弾
正
及
左
右
大
臣
一

。
弾
正
者
互
相
弾
之
。
唯
不
レ

得
レ

弾
二

太
政
大
臣
一

也
。
太
政
官
者
、
召
二

弾
正
一

弾
之
。
弾
正
者
、
就
レ

官
弾
レ

之
也
。
…
。

養
老
令
の
「
弾
正
糺
不
レ

当
者
、
兼
得
レ

弾
之
」
の
部
分
が
大
宝
令
で
は
「
得
レ

弾
二

弾
正
糺
不
当
者
一

」
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る

が
、
こ
の
条
文
に
対
し
て
左
右
大
臣
と
弾
正
台
と
は
互
い
に
糺
弾
し
あ
う
関
係
に
あ
る
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
太
政
官

弾正台と太政官との互弾関係に関する覚書 ― ２７０ ―



は
弾
正
を
召
し
て
弾
じ
、
弾
正
は
官
に
就
い
て
弾
ず
る
」
と
解
説
す
る
。
こ
こ
で
は
「
弾
正
台
と
太
政
官
の
互
弾
関
係
」
を
「
弾
正
台
と

左
右
大
臣
」
と
い
う
内
実
の
も
と
で
説
明
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
職
員
令
５８
弾
正
台
条
「
弾
奏
内
外
非
違
」
に
付
さ
れ
た
「
古
記
」
に
は
、

古
記
云
、
…
…
。
糺
二

正
非
違
一

者
、
親
王
及
三
位
以
上
者
、
遣
二

大
忠
以
下
巡
察
以
上
一

、
就
レ

座
昇
レ

廳
糺
弾
。
以
下
、
皆
於
レ

台
追

糺
正
。
但
五
位
以
上
聴
レ

席
。
若
弾
問
有
レ

争
者
、
三
位
以
上
、
追
二

家
令
等
一

問
定
。
事
猶
不
レ

明
、
遣
二

大
忠
以
下
巡
察
以
上
一

問
定
。

と
あ
っ
て
、
親
王
・
三
位
以
上
の
非
違
を
糺
正
す
る
場
合
に
は
、
大
忠
以
下
巡
察
以
上
を
遣
し
て
「
座
に
就
き
、
廳
に
昇
り
」
糺
弾
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
四
位
以
下
の
者
は
、
台
に
お
い
て
追
っ
て
糺
正
す
る
（
但
し
五
位
以
上
に
は
席
を
聴
す
）
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

延
喜
弾
正
台
式
４
に
つ
な
が
る
内
容
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
枠
で
太
政
官
（
左
右
大
臣
）
と
の
互
弾
関
係
が
定
め
ら
れ
、
糺
弾
対

象
に
つ
い
て
は
「
親
王
お
よ
び
太
政
官
構
成
員
た
る
三
位
以
上
」
と
「
そ
れ
以
下
」
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
二
通
り
の
作

法
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、「
諸
王
・
諸
臣
の
三
位
以
上
」「
参
議
」
を
「
親
王
と
左
右
大
臣
」
の
作
法
か
ら
分
離
し
た
の
が
二

次
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
三
位
以
上
を
弾
ず
る
使
者
が
、「
古
記
」
で
は
「
大
忠
以
下
巡
察
以
上
」、「
弾
例
」
で
は
「
忠
若
巡
察
等
一
人
」、『
弘
仁
式
』

で
は
「
忠
若
巡
察
一
人
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
延
喜
式
』
で
「
忠
一
人
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
川
尻

秋
生
氏
が
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
の
巡
察
弾
正
の
廃
止
（『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
八
年
九
月
七
日
官
符
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
六
月
十

三
日
官
符
）
を
う
け
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。

次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
段
階
ま
で
の
史
料
に
限
っ
て
み
る
と
弾
正
台
が
太
政
官
を
糺
弾
す
る
場
の
説
明
が
明
瞭
で
は
な
い
と
い
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う
事
実
で
あ
る
。
前
者
で
は
単
に
「
官
に
就
い
て
」
と
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
後
者
で
も
「
座
に
就
き
、
廳
に
昇
り
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

四
位
以
下
に
つ
い
て
は
す
べ
て
弾
正
台
に
お
い
て
「
追
っ
て
」
糺
正
す
る
と
い
う
。
こ
の
「
官
」「
廳
」
を
太
政
官
廳
と
み
る
べ
き
か
、

朝
堂
の
東
第
一
堂
と
み
る
べ
き
か
、
ま
た
「
座
に
就
き
廳
に
昇
り
」
を
ど
う
い
う
意
味
か
に
つ
い
て
も
明
瞭
で
は
な
い
。

こ
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、『
延
喜
式
』
に
至
る
ま
で
の
史
料
を
年
代
順
に
追
っ
て
み
よ
う
。
職
員
令
２
太
政
官
条
の
左
大
臣
の
項
に
付

さ
れ
た
集
解
「
伴
説
」
で
は
、

伴
云
、
大
納
言
以
上
有
二

非
違
一

者
、
弾
正
得
二

召
問
一

也
。
与
二

古
記
一

違
。
可
レ

求
也
。

と
さ
れ
て
お
り
、「
古
記
」
と
も
そ
れ
以
外
の
諸
説
と
も
大
き
く
異
な
る
点
が
気
に
な
る
が
、『
政
事
要
略
』
巻
六
十
一
糺
弾
雑
事
に
引
く

『
弘
仁
式
』
逸
文
で
は
、

式
云
、
弾
二

親
王
及
左
右
大
臣
一

者
、
弼
以
上
在
二

台
座
一

、
而
遣
三

忠
若
巡
察
一
人
於
二

堂
上
一

弾
之
。

と
あ
っ
て
、
太
政
官
内
部
で
の
「
親
王
・
左
右
大
臣
」
の
作
法
分
化
が
確
認
さ
れ
、
明
確
に
「
堂
上
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。「
親
王
・
三
位
以
上
（
太
政
官
）」
の
弾
が
一
元
的
に
把
握
さ
れ
て
い
た
の
が
、『
弘
仁
式
』
段
階
に
な
っ
て
「
親
王
・
左
右
大
臣
」

と
「
諸
王
・
諸
臣
の
三
位
以
上
（
及
び
参
議
）」
へ
と
細
分
さ
れ
、
こ
れ
が
『
延
喜
式
』
制
へ
と
受
け
継
が
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
実
質
上
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
大
納
言
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
令
外
官
で
あ
る
中
納
言
と
参
議
の
扱
い
も
あ
わ
せ
て
整
備
さ

れ
る
は
ず
だ
が
、
三
位
以
上
の
規
定
か
ら
の
分
離
の
直
接
の
契
機
は
大
納
言
の
扱
い
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
分
化
に
は
、
弾
正
台
と
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太
政
官
の
互
弾
関
係
と
い
う
論
理
と
、
朝
堂
に
お
け
る
座
の
論
理
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
複
雑
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
。

こ
の
『
弘
仁
式
』
規
定
の
成
立
過
程
を
考
え
る
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
の
が
、
職
員
令
５８
弾
正
台
条
に
付
さ
れ
た
「
令
釈
」（
延
暦

年
間
前
半
の
成
立
）
の
記
事
で
あ
る
。

釈
云
、
…
…
。
凡
弾
二

親
王
・
諸
王
諸
臣
三
位
已
上
及
参
議
一

者
、
就
二

其
前
座
一

弾
之
。
弼
以
上
官
、
在
二

台
座
一

、
而
遣
二

忠
若
巡
察

等
一
人
一

、
就
二

其
前
座
一

而
弾
之
。
其
座
、
臨
レ

事
預
仰
下
二

所
司
一

設
上

焉
。
被
レ

弾
人
者
、
初
下
レ

座
称
唯
。
若
不
レ

下
者
、
亦
弾
之
。

弾
竟
之
後
、
亦
下
称
唯
。
其�

弾�
二

親�

王�

及�

左�

右�

大�

臣�
一

者�

、
跪�
レ

於�
二

殿�

上�
一

弾�

之�

。
不�
レ

得�
レ

設�
レ

座�

。
若
台
座
无
二

弼
已
上
官
一

者
、
待
二

弼
以
上
一

弾
之
。
其
四
位
以
下
、
不
レ

問
二

王
臣
一

、
皆
喚
二

於
台
一

弾
之
。
五
位
已
上
、
設
レ

座
。
其
被
レ

弾
人
、
下
レ

座
称
唯
、
同
レ

上
。

若
座
无
二

弼
以
上
官
一

者
、
不
レ

得
三

輙
弾
二

五
位
已
上
一

。
自
余
弾
事
、
具
見
二

弾
例
一

。

こ
こ
に
み
え
る
作
法
は
結
果
的
に
『
弘
仁
式
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
が
、
よ
り
本
源
的
な
姿
を
残
し
て
い
る
。「
自
余
の
弾
事
、
具
に
弾
例

に
見
ゆ
」
と
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、「
讃
記
」
も
式
の
よ
り
詳
細
な
作
法
は
弾
例
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
こ
れ
自
体
も
弾
例
の
逸
文
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
⑶
。
先
の
『
政
事
要
略
』
所
引
の
『
弘
仁
式
』
の
規
定
は
こ
の
弾
例
の
一
部

を
整
理
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
文
章
構
成
か
ら
み
て
「
其
れ
親
王
及
び
左
右
大
臣
を
弾
ず
る
は
、
殿
上
に
跪
き
て
弾
ぜ
よ
。
座
を
設
く
る

こ
と
を
得
ず
」
の
部
分
が
割
注
の
ご
と
き
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
二
次
的
に
挿
入
さ
れ
た
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
取
り
去
っ
て
読
む
と
、「
三
位
以
上
の
弾
」
と
「
四
位
以
下
の
弾
」
と
い
う
「
古
記
」
以
来
の
二
つ
の
枠
組
み
か

ら
な
る
自
然
な
構
成
と
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
被
弾
者
の
作
法
を
記
し
、
弼
以
上
が
座
に
い
な
い
場
合
に
、
弼
以
上
の
着
座
を
待
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つ
こ
と
、
五
位
以
上
に
つ
い
て
は
た
や
す
く
断
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
明
と
し
て
加
え
て
い
る
構
造
で
あ
る
。

Ⅰ

凡
弾
二

親
王
・
諸
王
諸
臣
三
位
已
上
及
参
議
一

者
、
就
二

其
前
座
一

弾
之
。

＊
弼
以
上
官
、
在
二

台
座
一

、
而
遣
二

忠
若
巡
察
等
一
人
一

、
就
二

其
前
座
一

而
弾
之
。
其
座
、
臨
レ

事
預
仰
下
二

所
司
一

設
上

焉
。

①
被
レ

弾
人
者
、
初
下
レ

座
称
唯
。
若
不
レ

下
者
、
亦
弾
之
。
弾
竟
之
後
、
亦
下
称
唯
。

②
台
座
无
二

弼
已
上
官
一

者
、
待
二

弼
以
上
一

弾
之
。

Ⅱ

其
四
位
以
下
、
不
レ

問
二

王
臣
一

、
皆
喚
二

於
台
一

弾
之
。

＊
五
位
已
上
、
設
レ

座
。

①
其
被
レ

弾
人
、
下
レ

座
称
唯
、
同
レ

上
。

②
若
座
无
二

弼
以
上
官
一

者
、
不
レ

得
三

輙
弾
二

五
位
已
上
一

。

こ
う
し
た
規
定
に
対
し
て
「
親
王
及
左
右
大
臣
」
の
枠
を
二
次
的
に
挿
入
し
た
結
果
、
最
初
の
三
位
以
上
全
体
の
括
り
で
「
前
座
に
就
き

て
」
と
書
き
な
が
ら
、
挿
入
部
で
は
親
王
・
左
右
大
臣
の
前
で
は
「
座
を
設
く
る
こ
と
得
ざ
れ
」
と
記
し
て
し
ま
う
よ
う
な
不
統
一
が
発

生
し
た
の
で
あ
る
。「
座
を
設
け
る
層
と
設
け
な
い
層
」
と
い
う
区
分
を
設
け
て
修
正
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
一
規
定
の
中
で

「
座
」
の
概
念
に
一
貫
性
が
な
い
。

ゆ
え
に
、
三
位
以
上
の
弾
に
作
法
の
細
分
を
お
こ
な
っ
た
時
点
は
、
こ
の
文
章
が
挿
入
さ
れ
た
時
点
と
ほ
ぼ
等
し
い
と
見
て
よ
い
。
す

な
わ
ち
「
令
釈
」
所
引
の
弾
例
に
お
い
て
既
に
如
上
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
延
暦
年
間
に
は
こ
の
区
分
が
成
立
し
て
い

た
と
い
え
よ
う
。
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以
上
よ
り
、
当
逸
文
は
「
改
正
弾
例
」
で
あ
り
、「
旧
弾
例
」
は
こ
の
挿
入
部
分
を
持
た
な
い
天
平
十
年
の
「
古
記
」
の
枠
組
み
を
継

承
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
⑷
。
川
尻
秋
生
氏
は
弾
正
台
条
に
付
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
「
古
記
」「
令
釈
」
の
文
に
つ
い
て
、
後

者
を
弾
例
逸
文
、
前
者
を
そ
の
趣
意
文
と
推
定
し
て
い
た
⑸
。
そ
れ
に
対
し
て
佐
藤
全
敏
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
旧
弾
例
」
と
延
暦
十
一

年
（
七
九
二
）
施
行
「
新
弾
例
」
の
逸
文
に
あ
た
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
⑹
。
し
か
し
、「
令
釈
」
所
引
の
弾
例
逸
文
自
体
の
な
か
に
二

層
が
確
認
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、「
令
釈
」
所
引
の
文
が
新
弾
例
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
に
せ
よ
、「
古
記
」
所
引
の
文
は
旧
弾
例
そ

の
も
の
で
は
な
く
、「
親
王
及
左
右
大
臣
…
」
規
定
の
部
分
や
新
た
な
追
加
と
目
さ
れ
る
参
議
の
部
分
な
ど
を
削
除
し
た
文
と
し
て
旧
弾

例
を
復
元
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
旧
弾
例
復
元
案
）

凡
弾
二

親
王
・
諸
王
諸
臣
三
位
已
上
一

者
、
就
二

其
前
座
一

弾
之
。
弼
以
上
官
、
在
二

台
座
一

、
而
遣
二

忠
若
巡
察
等
一
人
一

、
就
二

其
前
座
一

而
弾
之
。
其
座
、
臨
レ

事
預
仰
下
二

所
司
一

設
上

焉
。
被
レ

弾
人
者
、
初
下
レ

座
称
唯
。
若
不
レ

下
者
、
亦
弾
之
。
弾
竟
之
後
、
亦
下
称
唯
。

若
台
座
无
二

弼
已
上
官
一

者
、
待
二

弼
以
上
一

弾
之
。
其
四
位
以
下
、
不
レ

問
二

王
臣
一

、
皆
喚
二

於
台
一

弾
之
。
五
位
已
上
、
設
レ

座
。
其

被
レ

弾
人
、
下
レ

座
称
唯
、
同
レ

上
。
若
座
无
二

弼
以
上
官
一

者
、
不
レ

得
三

輙
弾
二

五
位
已
上
一

。

そ
も
そ
も
用
語
自
体
も
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
「
古
記
」
の
文
は
、「
旧
弾
例
」
や
弾
例
趣
意
文
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
く
、「
旧
弾
例
」

の
前
提
に
な
っ
た
当
該
期
の
慣
行
を
踏
ま
え
た
解
釈
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
位
以
上
と
四
位
以
下
と
で
大
き
く
二
分
し
て
い
る
点
で

は
「
旧
弾
例
」
に
引
き
継
が
れ
る
枠
組
み
を
有
す
る
と
い
え
る
が
、「
糺
正
」
の
語
を
用
い
る
点
、「
座
に
就
き
廳
に
昇
り
」
と
表
記
す
る

点
、「
追
糺
」
の
語
が
用
い
ら
れ
、
弾
問
に
「
争
」
が
あ
っ
た
場
合
の
規
定
を
伴
う
点
な
ど
異
な
る
点
も
多
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
位
置
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付
け
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

三
、
互
弾
関
係
に
お
け
る
大
納
言
の
位
置

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
あ
ら
た
め
て
「
令
釈
」
所
引
の
弾
例
を
み
て
み
る
と
、「
殿
上
」
の
語
が
現
わ
れ
る
の
が
こ
の
新
弾

例
の
延
暦
年
間
前
半＝
長
岡
宮
時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
史
料
で
は
弾
の
場
に
関
す
る
説
明
は
い
た
っ
て
曖
昧
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
新
弾
例
」
を
受
け
た
『
弘
仁
式
』
で
は
さ
ら
に
明
快
に
「
堂
上
」
と
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。
延
喜
弾
正
台

式
４
は
こ
う
し
た
変
遷
を
抱
え
込
ん
だ
重
層
的
規
定
ゆ
え
に
、
や
や
読
み
に
く
い
文
章
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
古
記
」
や
旧
弾
例

に
限
っ
て
い
え
ば
、
大
忠
已
下
が
遣
わ
さ
れ
る
「
廳
」
と
は
何
処
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
対
比
さ
れ
る
（
四
位
）
以
下
が
「
台

に
於
い
て
追
っ
て
糺
正
す
」（
古
記
）、「
台
に
呼
び
て
弾
ず
」（
令
釈
）
と
あ
り
、
兵
部
省
の
西
に
あ
っ
た
弾
正
台
曹
司
に
呼
び
つ
け
る
こ

と
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
か
ら
、「
廳
」
も
ま
た
本
来
は
太
政
官
曹
司
廳
を
指
し
て
い
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
て
、
こ
の
新
し
い
追
記
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
区
分
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
親
王
お
よ
び
左
右
大
臣
」
を
特
別
扱
い
す
べ
く
設
け
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
実
際
は
「
大
納
言
以
下
」
の
三
位
以
上
に
対
す
る
区
分
設
定
に
よ
る
修
正
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
章
構
成
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
大
納
言
の
扱
い
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
目
で
見
て
み
る
と
、
大
納
言
の
処
遇
が
所
々
で
特
記
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
。
先
の
「
伴
説
」
の
「
大
納
言
以
上
は
召

問
す
る
」
と
い
う
理
解
は
諸
説
の
な
か
で
き
わ
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
る
が
、「
大
納
言
以
下
」
の
誤
記
だ
と
す
れ
ば
別
の
理
解
も
可
能

と
な
る
。
延
喜
弾
正
台
式
５
で
は
、
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凡
弾
二

大
納
言
以
下
一

者
、
就
二

第
二
堂
座
一

弾
之
。
太
政
官
廳
不
レ

得
。

と
あ
っ
て
、
大
納
言
の
相
当
位
階
は
正
三
位
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
天
平
年
間
の
「
古
記
」
以
降
は
弾
正
台
の
忠
以
下
が
赴
い
て
弾
ず
る

作
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
納
言
以
下
は
朝
堂
の
第
二
堂
で
弾
ず
る
と
い
う
式
文
を
設
定
し
、
わ
ざ
わ

ざ
太
政
官
廳
で
行
わ
な
い
と
い
う
こ
と
ま
で
明
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

形
式
的
に
見
れ
ば
、
大
納
言
の
本
座
で
あ
る
東
第
二
堂
（
含
章
堂
）
で
弾
を
受
け
る
べ
し
と
い
う
原
則
を
記
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と

で
済
ま
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
こ
に
は
大
納
言
・
中
納
言
・
参
議
の
座
が
あ
り
、
延
喜
式
部
省
式
に
は
、

凡
朝
堂
座
者
、
昌
福
堂
北
端
太
政
大
臣
、
次
左
右
大
臣
・
大
納
言
・
中
納
言
・
参
議
並
西
面
北
上
。
少
納
言
及
左
右
弁
並
一
列
北

〔
面
ヵ
〕
向
東
上
。
但
勅
使
座
、
当
二

大
臣
座
一

北
面
。
含
章
堂
大
納
言
以
下
参
議
以
上
並
一
列
西
面
。
大
納
言
以
下
必
先
就
二

含
章
堂
座
一

。

若
大
臣
不
参
者
、
大

中
納
言
当
堂
聴
レ

政
。

大
臣
就
二

昌
福
堂
座
一

、
訖
乃
大
納
言
先
進
就
二

昌
福
堂
座
一

。
于
レ

時
大
臣
喚
二

召
使
一

二
声
。
称
唯
就
レ

版
而
立
。
大

臣
命
曰
、
召
二

大
夫
等
一

。
召
使
称
唯
、
退
就
二

含
章
堂
版
一

、
北
向
召
レ

之
。
中
納
言
以
下
共
称
唯
。
進
就
二

昌
福
堂
座
一

。
…

と
あ
り
、
大
臣
が
聴
政
を
行
う
東
第
一
堂
（
昌
福
堂
）
の
座
に
着
い
た
の
を
う
け
て
、
既
に
含
章
堂
に
着
座
し
て
い
た
大
納
言
が
昌
福
堂

の
座
に
移
動
す
る
。
そ
の
後
、
召
使
に
よ
り
伝
え
ら
れ
る
大
臣
の
召
し
を
う
け
て
、
中
納
言
以
下
も
ま
た
昌
福
堂
の
座
に
移
る
。
大
臣
不

参
の
場
合
に
は
、
大
納
言
・
中
納
言
が
含
章
堂
で
聴
政
す
る
。
そ
の
意
味
で
東
第
一
堂
は
あ
く
ま
で
大
臣
固
有
の
聴
政
の
場
な
の
で
あ

り
、
大
納
言
は
そ
こ
で
弾
を
受
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
式
文
が
一
方
を
「
第
二
堂
の
座
」

と
記
し
、
他
方
を
「
第
一
堂
」
と
書
か
ず
に
「
太
政
官
廳
」
と
記
し
て
い
る
不
統
一
は
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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職
員
令
２
太
政
官
条
の
集
解
諸
説
が
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
納
言
は
政
務
に
お
い
て
は
左
右
大
臣
の
職
務
を
代
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
弾
正
台
と
の
互
弾
関
係
だ
け
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
大
納
言
の
職
掌
「
掌
、
参
二

議
庶
事
一

」
に
対
し
て
「
義
解
」
は

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

謂
、
与
二

右
大
臣
以
上
一

、
共
参
二

議
天
下
之
庶
事
一

。
若
右
大
臣
以
上
並
无
者
、
即
大
納
言
得
二

専
行
一

。
其
兼
弾
者
、
雖
二

是
左
右
大

臣
一

尚
不
レ

得
レ

為
二

職
掌
一

。
故
職
掌
之
末
、
別
起
而
注
。
即
大
納
言
、
雖
二

大
臣
以
上
並
无
一

、
不
レ

得
二

復
兼
弾
一

之
。

弾
正
台
と
の
互
弾
関
係
は
左
右
大
臣
固
有
の
権
能
で
あ
り
、
左
右
大
臣
の
座
が
設
定
さ
れ
て
い
る
象
徴
的
空
間
た
る
太
政
官
廳
に
お
い
て

大
納
言
が
弾
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
理
が
第
二
堂
の
規
定
を
設
定
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。「
伴
説
」
の
「
大
納
言
召
問
」
と
い
う
説
明
も
こ
う
し
た
大
納
言
の
位
置
づ
け
か
ら
派
生
し
た
一
つ
の
解
釈
な
の
だ
ろ
う
。

法
制
的
な
説
明
は
こ
れ
ら
明
法
家
の
解
釈
に
尽
く
さ
れ
て
は
い
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
納
言
の
位
置
づ
け
が
発
生
し
た
か
に
つ
い

て
は
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
東
西
の
第
二

堂
に
座
を
占
め
て
向
か
い
合
う
弾
正
台
と
大
納
言
と
い
う
二
つ
の
官
職
の
特
殊
な
関
係
に
つ
い
て
、
で
き
る
か
ぎ
り
遡
及
的
に
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
天
智
天
皇
十
年
（
六
七
一
）
正
月
癸
卯
条
に
は
、

癸
卯
、
…
…
。
是
日
、
以
二

大
友
皇
子
一

拝
二

太
政
大
臣
一

。
以
二

蘇
我
赤
兄
臣
一

為
二

左
大
臣
一

。
以
二

中
臣
金
連
一

為
二

右
大
臣
一

。
以
二

蘇

我
果
安
臣
・
巨
勢
人
臣
・
紀
大
人
臣
一

為
二

御
史
大
夫
一

。
御
史
。
盖
今
之
大
納
言
乎
。
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と
み
え
る
。
い
わ
ゆ
る
近
江
令
官
制
と
か
か
わ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
著
名
な
史
料
で
あ
り
、
こ
の
御
史
大
夫
は
後
の
大
納
言
に
当
た
る

と
『
日
本
書
紀
』
編
者
は
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
職
掌
に
つ
い
て
は
史
料
が
ほ
と
ん
ど
な
く
不
明
で
あ
る
が
⑺
、
そ
の
名
称
は
秦
漢
の
古

制
か
ら
取
ら
れ
、
実
質
は
唐
門
下
省
の
長
官
侍
中
を
模
し
た
も
の
で
、
大
化
前
後
の
大
夫
制
を
継
承
し
た
一
面
も
あ
り
、
大
納
言
の
前
身

官
司
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
⑻
。
こ
れ
に
対
し
て
早
川
庄
八
氏
は
疑
問
を
呈
し
、
唐
の
御
史
大
夫
は
百
官
の
非
違
を
糾
察
す
る
御
史

台
の
長
官
で
は
あ
る
が
、
太
宗
の
貞
観
元
年
以
後
は
宰
相
を
兼
ね
て
国
政
の
枢
機
に
参
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
御
史
台
の
職
掌
は
次
官
た

る
御
史
中
丞
に
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
重
視
す
る
⑼
。

他
方
、『
続
日
本
紀
』
天
平
十
四
年
（
七
四
二
）
十
一
月
癸
卯
条
に
は
、

十
一
月
癸
卯
、
参
議
従
三
位
大
野
朝
臣
東
人
薨
。
飛
鳥
朝
廷
糺
職
大
夫
直
広
肆
果
安
之
子
也
。

と
み
え
、
天
武
朝
に
「
糺
職
大
夫
」
と
い
う
官
職
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
糺
職
（
た
だ
す
つ
か
さ
）
が
弾
正
台
の
起
源
で
あ

る
こ
と
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
⑽
、
先
の
御
史
大
夫
と
の
系
譜
関
係
を
想
定
す
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
見
え
て

く
る
。

御
史
大
夫
の
名
称
が
唐
の
御
史
台
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
同
時
に
『
日
本
書
紀
』
の
表
記
か
ら
み
る
と
左
右

大
臣
に
次
ぐ
国
政
の
中
心
を
占
め
て
い
る
。
早
川
氏
は
、
唐
の
御
史
台
の
長
官
が
宰
相
的
性
格
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
ふ
ま
え

て
、
御
史
大
夫
を
大
夫
（
ま
え
つ
ぎ
み
）
の
系
譜
を
ひ
く
宰
相
的
な
も
の
と
み
な
す
の
だ
が
、
唐
の
御
史
台
自
体
は
な
く
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
か
ら
、
天
智
朝
に
わ
ざ
わ
ざ
御
史
大
夫
の
名
称
を
選
ん
で
設
定
し
た
官
職
が
最
初
か
ら
御
史
台
と
何
ら
関
係
の
な
い
宰
相
的
官
職

で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
如
何
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
武
光
誠
氏
の
よ
う
に
そ
の
直
接
の
後
身
を
糺
職
大
夫
と
見
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
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べ
き
だ
と
し
て
も
、
天
智
朝
に
御
史
台
に
関
す
る
知
識
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
と
い
う
主
張
に
は
賛
同
し
た
い
⑾
。

他
方
、
令
制
の
大
納
言
は
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
〇
）
七
月
戊
戌
条
な
ど
に
み
え
る
「
納
言
」
と
系
譜
関
係
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
⑿
。
令
で
は
「
庶
事
に
参
議
」
す
る
こ
と
が
職
掌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は
「
義
解
」
が
、

謂
、
納
言
、
王
者
喉
舌
之
官
也
。
言
納
二

下
言
於
上
一

。
宣
二

上
言
於
下
一

也
。

と
説
明
す
る
よ
う
に
奏
上
宣
下
を
掌
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
古
記
」
は
、

古
記
云
、
左
伝
中
帙
文
、
納
言
、
喉
舌
之
官
也
。
聴
二

下
言
一

納
二

於
上
一

。
受
二

上
言
一

宣
二

於
下
一

、
必
以
レ

信
。
正
義
曰
、
詩
並
民
詩

美
仲
山
甫
為
二

王
之
喉
舌
一

。
喉
舌
者
、
宣
二

出
王
命
一

。
如
二

王
之
動
二

、
咽
二

喉
口
舌
一

。
故
納
言
為
二

唯
喉
舌
之
官
一

也
。
此
官
、
主
下

聴
二

下
言
一

納
中

於
上
上

。
故
以
二

納
言
一

為
レ

名
。
亦
主
下

受
二

上
言
一

宣
中

於
下
上

。
故
言
、
出
レ

朕
命
、
納
言
不
レ

納
二

於
下
一

。
朕
命
有
レ

出

无
レ

入
。
官
名
納
言
、
云
下

出
二

納
朕
命
一

互
相
見
上

也
。

と
納
言
の
語
の
由
来
を
丁
寧
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
沿
革
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
天
智
朝
の
御
史
大
夫
は
糺
弾
権
限
を
併
せ
持
つ
議
政
官
と
し
て
太
政
官
を
構
成
し
て
い
た
が
、
天

武
朝
に
そ
の
糺
弾
機
能
を
分
離
独
立
さ
せ
て
糺
職
大
夫
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
が
弾
正
台
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
、
他
方
で
は

そ
の
権
能
を
失
っ
た
御
史
大
夫
が
新
た
に
納
言
の
職
掌
を
獲
得
す
る
こ
と
で
太
政
官
の
次
官
に
比
せ
ら
れ
る
大
納
言
と
な
っ
て
い
く
と
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
堂
に
本
座
が
あ
る
大
納
言
が
第
一
堂
で
左
右
大
臣
に
代
わ
っ
て
政
を
聴
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
左
右
大
臣
の

有
す
る
弾
正
台
へ
の
糺
弾
の
権
能
だ
け
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
現
象
も
、
こ
う
し
た
仮
説
を
踏
ま
え
れ
ば
理
解
可
能
と
な
る
だ
ろ

う
。
御
史
大
夫
が
有
し
て
い
た
糺
弾
権
限
を
分
離
さ
せ
て
生
み
出
さ
れ
た
弾
正
台
を
弾
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
そ
の
上
位
に
あ
っ
た
左

右
大
臣
の
み
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
左
右
大
臣
と
大
納
言
以
下
が
一
体
と
な
っ
て
太
政
官
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
も
残
存
し
た

の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
弾
正
台
の
分
離
独
立
と
左
右
大
臣
と
弾
正
台
と
の
互
弾
関
係
設
定
の
契
機
は
、
太
政
官
内
で
日
常
的
に
合
議

を
行
う
上
下
関
係
の
な
か
で
は
公
平
に
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
考
え
ら
れ
た
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

最
後
に
、「
争
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
こ
う
。
延
喜
弾
正
台
式
８
に
は
、

凡
三
位
已
上
有
レ

可
二

糺
弾
一

、
而
其
身
不
レ

在
二

朝
座
一

者
、
台
喚
二

家
令
一

勘
問
。
若
家
令
告
二

於
本
主
一

、
猶
不
二

肯
答
一

、
如
レ

此
之
類
、

遣
下
二

忠
已
下
一

、
就
二

其
家
一

対
弾
上

。
若
事
大
者
、
奏
聞
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
正
式
の
場
で
弾
が
行
え
な
い
場
合
の
手
続
き
で
、
弾
を
受
け
る
官
人
が
朝
座
に
不
在
の
場
合
、
ま
ず
家
令
を
呼
び
出
し

て
勘
問
し
て
本
主
と
の
連
絡
を
さ
せ
る
。
こ
れ
で
も
解
決
し
な
い
場
合
は
、
忠
以
下
を
直
接
派
遣
し
て
そ
の
家
で
弾
を
行
う
と
い
う
。

「
不
在
」
と
い
う
の
は
、
急
用
や
病
気
に
よ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
が
、
消
極
的
な
反
論
・
反
発
の
意
を
込
め
た
行
動
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
職
員
令
５８
弾
正
台
条
の
集
解
「
古
記
」
に
は
、

古
記
云
、
…
…
。
糺
二

正
非
違
一

者
、
親
王
及
三
位
以
上
者
、
…
…
。
以
下
、
皆
於
レ

台
追
糺
正
。
…
…
。
若
弾
問
有
レ

争
者
、
三
位
以

上
、
追
二

家
令
等
一

問
定
。
事
猶
不
レ

明
、
遣
二

大
忠
以
下
巡
察
以
上
一

問
定
。
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と
あ
り
、
両
者
の
規
定
が
類
似
・
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
な
弾
の
規
定
に
続
け
て
「
弾
問
に
争
が
発
生
し
た
場
合
」
の
規

定
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
場
で
解
決
し
な
い
場
合
に
太
政
官
廳
を
い
つ
ま
で
も
占
拠
し
続
け
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
こ
の
場
合
も
先
と
同

じ
く
ま
ず
家
令
を
呼
び
出
す
と
い
う
手
続
き
に
移
る
。
そ
し
て
な
お
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
大
忠
以
下
巡
察
已
上
が
直
接
家

を
訪
れ
て
問
定
す
る
。

こ
の
制
は
弾
正
台
式
８
と
セ
ッ
ト
で
あ
り
、
正
式
の
場
で
の
弾
が
何
ら
か
の
理
由
で
行
わ
れ
得
な
い
事
態
に
対
す
る
対
応
を
規
定
し
た

も
の
と
い
え
る
。
弾
の
結
果
に
対
す
る
不
服
申
し
立
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
わ
れ
が
「
不
在
」
で
あ
り
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
現
わ
れ
が

「
争
」
な
の
で
あ
る
。
弾
正
台
の
弾
に
こ
の
よ
う
な
形
で
反
論
し
う
る
の
は
三
位
以
上
の
特
権
で
あ
っ
た
。

四
、
お
わ
り
に

細
か
い
事
実
の
確
認
と
根
拠
の
薄
弱
な
憶
測
を
重
ね
て
き
た
。
当
然
、
糺
弾
の
実
態
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
史
料

の
少
な
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
ま
ず
は
基
礎
作
業
と
し
て
弾
正
台
と
太
政
官
と
の
互
弾
関
係
を
で
き
る
だ
け
歴
史
的
諸
段
階
と
し
て
復
元

す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
た
時
、「
古
記
」
や
旧
弾
例
に
み
え
た
「
官
」「
太
政
官
廳
」
と
い
う
表
現
が
「
殿
」
さ
ら
に
は
「
堂
」
と
改
正
さ
れ
る

事
実
を
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
延
喜
弾
正
台
式
６
に
も
、

凡
為
レ

弾
二

参
議
已
上
一

、
差
二

忠
一
人
一

令
レ

度
二

馳
道
一

。
厳
敬
徐
歩
。
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と
あ
り
、
馳
道
を
渡
る
規
定
が
現
わ
れ
る
な
ど
、
朝
堂
院
で
の
弾
の
作
法
が
長
岡
宮
・
平
安
宮
段
階
に
な
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
に
朝
堂
院
の
諸
堂
の
名
称
を
定
め
た
の
と
一
連
の
流
れ
で
あ
る
。

当
初
は
互
弾
関
係
に
あ
る
左
右
大
臣
に
対
し
て
の
み
朝
堂
で
の
弾
を
行
な
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
大
納
言
以
下
に
つ
い
て
は
規

定
が
な
く
、
四
位
以
下
に
つ
い
て
は
弾
正
台
曹
司
に
呼
び
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
に
准
じ
て
、
便
宜
的
に
太
政
官
廳
で
弾
が
行
な

わ
れ
る
傾
向
が
生
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
を
修
正
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
第
二
堂
規
定
な
ど
が
追
加
規
定
と
し
て
発
生
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
式
文
が
設
定
さ
れ
る
ま
で
は
太
政
官
廳
で
の
弾
の
慣
習
が
存
続
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

注⑴

石
尾
芳
久
「
律
令
国
家
の
裁
判
制
度
」（
同
『
日
本
古
代
法
の
研
究
』
法
律
文
化
社
、
一
九
五
九
年
）。

⑵

武
光
誠
「
弾
正
台
と
御
史
制
度
」（
同
『
増
訂
律
令
太
政
官
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
は
一
九
七
八
年
）。

⑶

虎
尾
俊
哉
「「
例
」
の
研
究
」（
同
『
古
代
典
籍
文
書
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
二
年
、
初
出
は
一
九
六
二
年
）。

⑷

虎
尾
註
⑶
論
文
。

⑸

川
尻
秋
生
「
新
弾
例
と
大
同
二
年
弾
例
」（
同
『
日
本
古
代
の
格
と
資
財
帳
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
は
一
九
八
九
年
）。

⑹

佐
藤
全
敏
「
弾
正
台
の
弾
と
京
中
巡
察
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
歴
史
』
七
七
二
号
、
二
〇
一
二
年
）。

⑺

御
史
大
夫
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
外
に
、『
続
日
本
紀
』
慶
雲
二
年
七
月
条
、「
紀
氏
系
図
」、『
公
卿
補
任
』、『
歴
運
記
』
に
見
え
る
。

⑻

坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研
究
』
至
文
堂
、
一
九
三
八
年
、
井
上
光
貞
「
律
令
体
制
の
成
立
」（
同
『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一

九
六
五
年
、
初
出
は
一
九
六
二
年
）
な
ど
。

⑼

早
川
庄
八
「
律
令
太
政
官
制
の
成
立
」（
同
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
初
出
は
一
九
七
二
年
）。

⑽

佐
藤
全
敏
「
弾
正
台
と
日
本
律
令
国
家
」（『
日
本
史
研
究
』
六
〇
一
号
、
二
〇
一
二
年
）
参
照
。

⑾

武
光
註
⑵
論
文
。

⑿

早
川
註
⑻
論
文
。
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